
２０３０年に向けたエネルギー政策
～ 新たな「エネルギー基本計画」の策定について ～

平成２２年７月１６日
経済産業省資源エネルギー庁



新成長戦略と一体的に検討を推進
具体的な施策の提示、数値目標の設定

○エネルギー政策の基本は、エネル
ギーセキュリティの確保、温暖化対策の
強化、効率的な供給。

○新たな視点として、環境エネルギー分
野での経済成長の実現とエネルギー産
業構造の改革を追加。

○２０３０年に向けて、エネルギー需給構
造を抜本的に改革。

エネルギー基本計画の改定について

エネルギー基本計画は、エネルギー政策基本法に基づいて、エネルギー政策の基本
的な方向性を示すもの。

法律上、少なくとも３年毎に見直しを実施。平成１５年に策定後、平成１９年に第一次
改訂。今回は、６月１８日に閣議決定。

基本的な視点
経済成長

地球温暖化
問題の解決

効率性の確保

エネルギー政策

エネルギー
の安定供給確保

社会システム、産業構造
の転換安全と国民理解の確保
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○エネルギー自給率及び化石燃料の自主開発比率を倍増
自主エネルギー比率（※）を３８％→７０％程度まで向上
※従来のエネルギー自給率（国産＋原子力）に加え、自主開発資源も勘案

○ゼロ・エミッション電源比率を３４％→約７０％に引き上げ
○「暮らし」(家庭部門)のＣＯ２を半減
○産業部門において、世界最高のエネルギー利用効率の維持・強化
○エネルギー製品等の国際市場で我が国企業群がトップクラスのシェア獲得

エネルギー基本計画に掲げた数値目標（２０３０年）

①国民を守るためのエネルギーセキュリティの確保
②世界のモデルとなる低炭素型経済成長の実現
③国民が実感できる日々の「暮らし」の変革
④世界全体のＣＯ２削減への貢献や我が国への投資の呼び込み
などを同時に実現

○本計画に掲げる政策を強力かつ十分に推進することで、エネルギー起源ＣＯ２を、
２０３０年に９０年比▲３０％程度もしくはそれ以上に削減。

○これは、２０５０年に９０年比▲８０％に向けた現状からの削減幅の約半分に相当
するきわめて野心的な姿。
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目標実現のための具体的取組（供給面での対応）

・首脳・閣僚レベルでの資源外交等において、政府や関係機関が一体となったオールジャ
パンの取組により二国間関係を強化
・リスクマネー供給支援の強化（ＪＯＧＭＥＣ、ＯＤＡ、政策金融、貿易保険等）
・安定供給に向けて戦略的な対応が必要なレアメタル（戦略レアメタル）の自給率５０％以
上、ベースメタルは８０％以上を目指す
・我が国近海の資源探査、開発の強化。排他的経済水域における権益確保、適切な権利
行使のための制度整備
・緊急時対応能力の充実

○再生可能エネルギーの導入拡大
・固定価格買取制度の構築（買取対象を太陽光発電から、風力、中小水力、地熱、バイオ
マス発電に拡大。）
・導入支援策の強化（導入可能性調査、初期コストの低減、導入インセンティブを高める普
及拡大のための措置等）
・系統安定化対策、技術開発・実証事業の推進、規制の見直し・緩和（行政刷新会議の議
論を踏まえた検討）

資源確保・安定供給強化への総合的取組

自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現
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（続き）目標実現のための具体的取組（供給面での対応）

○原子力発電の推進
・２０２０年までに新増設９基（設備利用率約８５％）、２０３０年までに少なくとも１４基以上
の新増設（設備利用率約９０％）
・最新の知見を活用した科学的・合理的安全規制の充実
・立地地域住民との相互理解の促進と地域振興。電源立地交付金制度の更なる改善（発
電電力量に傾斜配分する見直しを検討）
・核燃料サイクルの早期確立と高レベル廃棄物処分に向けた取組の強化
・核不拡散や原子力安全における国際貢献
・原子力産業の国際展開に向けた一体的対応（システム輸出として建設、運転・管理、燃
料供給、法整備、人材育成などを含めた対応、新会社設立）

○化石燃料の高度利用
・石炭火力の新増設・更新は、原則ＩＧＣＣ並みのＣＯ２排出量に抑制
・世界最高水準の石炭火力発電技術をさらに革新
・ＣＣＳの２０２０年の商用化を目指した技術開発の加速化。
・今後計画される石炭火力新増設はＣＣＳReadyを導入、２０３０年までに石炭火力へのＣＣ

Ｓ導入を検討

○電力・ガスの供給システム強化
・２０２０年代早期に原則全ての電源や需要家と双方向通信が可能な世界最先端の次世
代型送配電ネットワークを構築
・卸電力市場取引実績を３年以内に２倍程度に引き上げ

自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現
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低炭素型成長を可能とするエネルギー需要構造の実現
○産業部門
・設備更新時に最先端の技術導入を促進し、世界最高水準の省エネ水準の維持・強化
・省エネ法の運用強化、天然ガス利用の促進、革新的技術（環境調和型製鉄プロセス、
革新的セメント製造プロセス等）の実用化

○家庭部門
・ＺＥＨ（ネット・ゼロエネ・ハウス）を２０２０年までに標準的な新築住宅に、２０３０年までに
新築の平均で実現
・省エネ基準の適合義務化、高効率家電や太陽光発電の利用、スマートメータの普及に
よる国民の「意識」改革、ライフスタイルの転換
・家庭用高効率給湯器を、２０２０年までに単身世帯を除くほぼ全世帯相当、２０３０年ま
でに全世帯の８～９割に普及
・高効率照明（ＬＥＤ等）を、２０２０年にフローで１００％、２０３０年にストックで１００％

○業務部門
・ＺＥＢ（ネット・ゼロエネ・ビル）を２０２０年までに新築公共建築物で実現、２０３０年までに
新築の平均で実現
・ビルの省エネ性能を評価するラベリング制度を導入
・建築物全体でのエネルギー消費量を総合した新たな省エネ基準を２０１１年度中に策定
・省エネＩＴ機器（ルータ、ストレージ、サーバ等）を２０１５年までに実用化、２０２０年までに
１００％普及

目標実現のための具体的取組（需要面での対応）
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新たなエネルギー社会の実現

革新的なエネルギー技術の開発・普及拡大、国際展開の推進

低炭素型成長を可能とするエネルギー需要構造の実現
○運輸部門
・新車販売に占める次世代車の割合を２０２０年最大５０％、２０３０年最大７０％
・２０２０年までに普通充電器を２００万基、急速充電器を５０００基設置
・２０２０年度に向けた乗用車燃費基準を策定

○横断的取り組み
・都市や街区レベルでのエネルギー利用最適化 等

・次世代エネルギー・社会システムの構築に向けた実証事業を実施。２０２０年代早期に、原
則全ての需要家にスマートメーターを導入
・地域におけるエネルギーマネジメントシステムの技術確立等に向け、関係省庁が一体となっ
て関連施策を集中投入
・規制の見直しを含めた特区的対応
・スマートコミュニティをビジネス展開するため、国際展開戦略、ロードマップの深化、戦略的
な標準化を促進
・燃料電池自動車の２０１５年からの普及開始に向け、水素ステーション等の水素供給インフ
ラ整備を支援

・革新技術開発前倒し、新たなエネルギー革新技術ロードマップの策定
・官民一体となった海外展開支援体制の整備
・世界の温室効果ガス削減への貢献を適切に評価する新たなメカニズムの構築

目標実現のための具体的取組（需要面での対応）
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○本計画の強力な実施により、２０３０年に▲３０％程度もしくはそれ以上（国内のみ真水）の削減が
見込まれる
○これは、２０５０年▲８０％に向けた現状からの削減幅の約半分に相当する極めて意欲的な数字
○経済成長しながらＣＯ２排出量を大幅に削減する姿を提示
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本計画を実施した場合のエネルギー起源ＣＯ２排出量
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オイルショック時：

年率3.3％改善

エネルギー基本計画：

年率3.4％改善

今後約20年で半減

※実質GDP成長率は年率+4.4％

※実質GDP成長率は2010年代
に約2％、2020年代に約1.2％

ＣＯ２原単位の推移

オイルショック時を
上回るＣＯ２効率の改善
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主な削減対策

○住宅・建築物の省エネ

○高効率給湯器（家庭用）

○IT機器の省エネ（グリーンIT）

○高効率照明

民
生
部
門

○その他省エネ家電等

２０３０年の絵姿

新築住宅の平均でZEHを実現、新築建築物の平均でZEBを実現

全世帯の８～９割に導入

普及率100％（2020年までに実現）

普及率100％（ストックベース）

+42%

（07年比）▲53%

百万トンCO2 民生家庭 （90年比）▲34%
○「暮らし」のエネルギー消費から発生するCO2が現状から半減

（試算結果）

○エネルギー基本計画で掲げられた以下の民生部門対策を反映しつつ、業務床面積や世帯数等について一定の前提を置いて試算

【その他の主な前提】
業務床面積： 07年17.9億平米 → 30年19.2億平米
世帯数 ： 07年5171万世帯 → 30年5242万世帯

+48%

百万トンCO2 民生業務 （90年比）▲37%

（07年比）▲57%

２０３０年までの試算（民生部門）
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○次世代自動車の普及・燃費向上

○製造部門の省エネ

○ガス転換

産
業
部
門

運
輸
部
門

○バイオ燃料

○革新的技術開発

新車の最大7割が次世代自動車

設備更新時に最先端技術を最大限導入
・次世代コークス炉１３基導入 等

水素還元製鉄・高炉ガスCO2分離回収技術等の実用化

燃料消費に占めるガスの比率を倍増

輸送用燃料への最大限の導入拡大

※現状１０％程度（エコカー補助実施後の０９年実績推計）

○交通流対策・モーダルシフト等 中長距離輸送に占める鉄道・内航海運比率の向上 等

○エネルギー基本計画で掲げられた以下の産業・運輸部門対策を反映しつつ、マクロフレーム等につき一定の前提を置いて試算

（90年比）▲27%

‐3%
+13%

百万トンCO2 百万トンCO2産業 運輸 （90年比）▲29%

（試算結果）
【その他の主な前提】
粗鋼生産量： 07年12151億トン → 30年11925億トン
交通需要量： 07年13072億人キロ → 30年13036億人キロ

主な削減対策 ２０３０年の絵姿

（07年比）▲25%
（07年比）▲37%

２０３０年までの試算（産業・運輸部門）
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供給側の絵姿①（一次エネルギー供給）

（百万kL）

化石燃料依存６割のうち、
約半分について自主開発
権益下の引取とする
→約３割

エネルギー自給率約４割※

エネルギー自給率 約４割 ＋ 化石燃料の自主開発権益下の引取 約３割 ＝自主エネルギー比率 約７０％

○従来のエネルギー自給率（現状１８％）が倍増する。加えて、自主開発権益下の化石燃料の引取量（現状２６％）を倍増させることにより、自
主エネルギー比率は約７０％（現状３８％）となる。

※エネルギー自給率には、再生可能エネルギー等、原子力の他、国内で産出される化石燃料も含む

○再生可能エネルギー

○原子力

転
換
部
門

新増設１４基、設備利用率90％

全量買取制度の実施（制度設計に依存）

（試算結果）

※「再生エネ等」には、給湯・空調等による空気熱は含んでいない。
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供給側の絵姿②（電源構成）

○電源構成の内訳は以下の通り。

○ゼロ・エミッション電源比率は約７０％程度となる※。（現状３４％）

※大幅な省エネルギーや、立地地域を始めとした国民の理解及び信頼を得つつ、安全の確保を大前提とした原子力の新増設（少なくとも14基以上）及び設備利用率の引き上げ（約
90％）、並びに再生可能エネルギーの最大限の導入が前提であり、電力系統の安定度については別途の検討が必要である。

※石炭火力については、商用化を受けて、リプレース時には全てＣＣＳを併設すると想定。今後の技術開発やＣＯ２の貯留地点の確保等によって変動しうる点に留意が必要。

※ゼロエミッション電源約７０％には、再生可能エネルギー等のうち、廃棄物発電及び揚水発電を除く。

（億kWh）

ゼロエミッション
電源約７０％

※石炭火力発電の一
部はＣＣＳ併設

ゼロエミッション
電源３４％

【発電電力量の内訳】

約2割

約5割

約1割

約1割

（万kW） 【設備容量の内訳】

約4割

約2割

約2割

約1割

約1割

※2030年の「再生可能エネルギー等」には、

家庭等での発電量も含む
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（参考）累積投資総額の試算

※2030年までに必要な投資総額を粗々に試算したもの（既存製品との価格差の累積額。ただし、価格差は原則として逓減すると仮定）。

省エネメリットを差し引いた場合：

６２兆円

主な削減対策

○住宅・建築物の省エネ

○次世代自動車の普及・燃費向上

○高効率給湯器（家庭用）

投資総額

○再生可能エネルギー

○製造部門の省エネ

○ガス転換

○IT機器の省エネ（グリーンIT）

○原子力発電

○高効率照明

５０.３兆円

１３.６兆円

２６.１兆円

４.２兆円

４.６兆円

６.６兆円
※産業部門全体のコスト

５.６兆円

計１３１兆円

民
生
部
門

産
業
部
門

運
輸
部
門

転
換
部
門

○その他

※太陽光、風力、中小水力、地熱、バイオマス

○バイオ燃料

○火力発電の高効率化

○革新的技術開発

６.０兆円

１１.４兆円

２.５兆円

削減量

約５９百万ｔ

約１９百万ｔ

約２８百万ｔ

約３０百万ｔ

約３９百万ｔ

約５４百万ｔ

約６０百万ｔ

約１６０百万ｔ
約２５百万ｔ

約３０百万ｔ

12


